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告

示

◉
東
京
都
告
示
第
千
三
百
七
十
号

東
京
都
青
少
年
の
健
全
な
育
成
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
九
年

東
京
都
条
例
第
百
八
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
青

少
年
の
健
全
な
育
成
を
阻
害
す
る
も
の
と
し
て
、
次
の
と
お
り
指
定

す
る
。令

和
三
年
十
一
月
十
二
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

図
書
類

指
定
番
号

種
類

名
称
、
号
刊
、
共
通
雑
誌

コ
ー
ド
及
び
発
行
業
者

指
定
理
由

四
三
二
八

雑
誌

Ｇ
Ｕ
Ｓ
Ｈ

ｍ
ａ
ｎ
ｉ
ａ

Ｃ
Ｏ
Ｍ
Ｉ
Ｃ
Ｓ

き
も
ち
い
い
穴
シ
ェ
ア
ハ

ウ
ス

五
〇
九
六
四－

一
一

株
式
会
社
海
王
社

著
し
く
性
的
感

情
を
刺
激
し
、

青
少
年
の
健
全

な
成
長
を
阻
害

す
る
お
そ
れ
が

あ
る
。

四
三
二
九

雑
誌

Ｄ
Ａ
Ｉ
Ｔ
Ｏ

Ｃ
Ｏ
Ｍ
Ｉ

Ｃ
Ｓ

Ｂ
Ｌ
シ
リ
ー
ズ

入
っ
た
銭
湯
で
口
説
か
れ

て
い
ま
す

五
五
九
五
九－

一
六

株
式
会
社
秋
水
社

同
右

◉
東
京
都
告
示
第
千
三
百
七
十
一
号

特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
一
年
法
律
第
五
十
七
号
。

以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
一
項
及
び
第
八
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
行
政
処
分
に
つ
い
て
、
法
第
七
条
第
二
項
及
び
第
八
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
十
一
月
十
二
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

被
処
分
者

㈠

名
称

株
式
会
社
西
武
住
建

㈡

代
表
者
氏
名

志
田

健
太

㈢

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

神
奈
川
県
横
浜
市
南
区
吉
野
町
五
丁
目
二
十

九
番
第
三
吉
田
ビ
ル
テ
ラ
ス
Ｄ

二

処
分
年
月
日

令
和
三
年
十
月
二
十
六
日

三

処
分
の
内
容

㈠

業
務
停
止
命
令

令
和
三
年
十
月
二
十
七
日
か
ら
令
和
四
年
四
月
二
十
六
日
ま

で
の
間
（
六
箇
月
間
）
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
訪
問
販

売
に
係
る
次
の
業
務
を
停
止
す
る
。

ア

役
務
提
供
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
勧
誘
す
る
こ
と
。

イ

役
務
提
供
契
約
の
申
込
み
を
受
け
る
こ
と
。

ウ

役
務
提
供
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
。

㈡

指
示

ア

業
務
停
止
命
令
を
受
け
る
原
因
と
な
っ
た
違
反
行
為
の
発

生
原
因
に
つ
い
て
、
調
査
分
析
の
上
検
証
し
、
そ
の
検
証
結

果
に
つ
い
て
、
業
務
停
止
命
令
の
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
東

京
都
知
事
宛
て
文
書
に
て
報
告
す
る
こ
と
。

イ

違
反
行
為
の
再
発
防
止
に
向
け
た
、
再
発
防
止
策
及
び
社

内
の
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
体
制
を
構
築
し
、
当
該
再
発
防
止

策
及
び
当
該
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
体
制
に
つ
い
て
、
本
件
業

務
停
止
命
令
に
係
る
業
務
を
再
開
す
る
一
箇
月
前
ま
で
に
、

東
京
都
知
事
宛
て
文
書
に
て
報
告
す
る
こ
と
。

四

適
用
条
項

法
第
七
条
第
一
項
及
び
第
八
条
第
一
項



令和3年11月12日（金曜日）東 京 都 公 報（第17458号） ２
◉
東
京
都
告
示
第
千
三
百
七
十
二
号

特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
一
年
法
律
第
五
十
七
号
。

以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
行
政

処
分
に
つ
い
て
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示

す
る
。令

和
三
年
十
一
月
十
二
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

被
処
分
者

志
田

健
太

二

処
分
年
月
日

令
和
三
年
十
月
二
十
六
日

三

処
分
の
内
容

令
和
三
年
十
月
二
十
七
日
か
ら
令
和
四
年
四
月
二
十
六
日
ま
で

の
間
（
六
箇
月
間
）
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
訪
問
販
売
に

係
る
次
の
業
務
を
新
た
に
開
始
す
る
こ
と
（
当
該
業
務
を
営
む
法

人
の
当
該
業
務
を
担
当
す
る
役
員
と
な
る
こ
と
を
含
む
。
）
を
禁

止
す
る
。

㈠

役
務
提
供
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
勧
誘
す
る
こ
と
。

㈡

役
務
提
供
契
約
の
申
込
み
を
受
け
る
こ
と
。

㈢

役
務
提
供
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
。

四

適
用
条
項

法
第
八
条
の
二
第
一
項

◉
東
京
都
告
示
第
千
三
百
七
十
三
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
（
中
国
残
留
邦
人
等

の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及

び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第

三
十
号
。
以
下
「
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
」
と
い
う
。
）
第
十
四

条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
介
護
機
関
を
指
定
し
た
の
で
、
法
第
五
十

五
条
の
三
第
一
号
及
び
生
活
保
護
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
厚

生
省
令
第
二
十
一
号
）
第
十
二
条
（
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
第
十

四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
十
一
月
十
二
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子



（第17458号）東 京 都 公 報令和3年11月12日（金曜日）３

告

示
（
選
）

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
五
十
六
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六

条
第
一
項
（
同
法
第
六
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と

と
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
が
あ

っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
名
称

等
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

令
和
三
年
十
一
月
十
二
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会



令和3年11月12日（金曜日）東 京 都 公 報（第17458号） ４

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
五
十
七
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
公
表
す
る
。

令
和
三
年
十
一
月
十
二
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会
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令和3年11月12日（金曜日）東 京 都 公 報（第17458号） ６



（第17458号）東 京 都 公 報令和3年11月12日（金曜日）７
◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
五
十
八
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十

七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
の

で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
名
称
等
を
次
の
と
お
り
公

表
す
る
。

令
和
三
年
十
一
月
十
二
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会



令和3年11月12日（金曜日）東 京 都 公 報（第17458号） ８
◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
五
十
九
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十

九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
の
指
定
の
届
出
が
あ
っ

た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
名
称

等
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

令
和
三
年
十
一
月
十
二
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
六
十
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十

九
条
第
三
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の

異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

令
和
三
年
十
一
月
十
二
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会



（第17458号）東 京 都 公 報令和3年11月12日（金曜日）９

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
六
十
一
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十

九
条
第
三
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
で
な
く
な
っ
た

旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

令
和
三
年
十
一
月
十
二
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会



令和3年11月12日（金曜日）東 京 都 公 報（第17458号） １０

告

示
（
消
）

◉
東
京
消
防
庁
告
示
第
６
号

消
防
法
（
昭
和
２３年

法
律
第
１８６号

）
第
２３条

の
規
定
に
よ
り
、

た
き
火
禁
止
区
域
を
次
の
よ
う
に
指
定
す
る
。

令
和
３
年
１１月

１２日

東
京
消
防
庁

消
防
総
監

清
水

洋
文

１
指
定
区
域

八
王
子
市
高
尾
町
、
裏
高
尾
町
及
び
南
浅
川
町
（
明
治
の
森
高

尾
国
定
公
園
指
定
区
域
に
限
る
。
）
の
区
域
（
別
図
の
太
線
内
の

部
分
）

２
指
定
日
時

令
和
３
年
１２月

３１日
午
前
１０時

か
ら
令
和
４
年
１
月
３
日
午
後

３
時
ま
で



（第17458号）東 京 都 公 報令和3年11月12日（金曜日）１１

公

告

建
設
業
の
許
可
の
取
消
処
分
の
公
告
に
つ
い
て

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
処
分
を
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
三
年
十
一
月
十
二
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

処
分
し
た
年
月
日

令
和
三
年
十
月
二
十
八
日

二

被
処
分
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
、
代

表
者
の
氏
名
及
び
許
可
番
号

株
式
会
社
ア
イ
ミ
ン
グ

江
東
区
清
澄
三
丁
目
六
番
十
九
号

長
谷
川

芳
人

東
京
都
知
事
許
可
（
般－

三
十
）
第
一
四
九
八
六
〇
号

三

処
分
の
内
容

建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
一
号
に
基
づ
く
許
可
の
取
消

し
四

処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

被
処
分
者
は
、
専
任
技
術
者
が
不
在
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
が
建

設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
一
号
に
該
当
す
る
。

建
設
業
の
営
業
の
停
止
命
令
の
公
告
に
つ
い
て

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
二
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
し
た
の
で
、
法

第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
告
す

る
。

令
和
三
年
十
一
月
十
二
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

処
分
を
し
た
年
月
日

令
和
三
年
十
月
二
十
八
日

二

被
処
分
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
、
代

表
者
の
氏
名
及
び
許
可
番
号

株
式
会
社
コ
ム
レ
イ
ド

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
八
丁
目
十
一
番
一
号

奥
村

慎
介

許
可
な
し

三

処
分
の
内
容

法
第
二
十
八
条
第
三
項
に
基
づ
く
営
業
の
停
止
命
令

㈠

停
止
を
命
ず
る
営
業
の
範
囲

建
設
業
の
営
業
の
全
部
（
処
分
を
受
け
る
前
に
締
結
さ
れ
た

か

し

請
負
契
約
に
基
づ
く
建
設
工
事
の
施
工
、
施
工
の
瑕
疵
に
基
づ

く
修
繕
工
事
の
施
工
等
を
除
く
。
）

㈡

期
間

令
和
三
年
十
一
月
十
五
日
か
ら
同
月
十
八
日
ま
で
の
四
日
間

四

処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

株
式
会
社
コ
ム
レ
イ
ド
は
、
東
京
都
杉
並
区
内
及
び
東
京
都
大

田
区
内
の
内
装
工
事
に
お
い
て
、
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
違

反
し
て
、
建
設
業
の
許
可
を
受
け
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

建
設
業
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
一
年
政
令
第
二
百
七
十
三
号
。
以

下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
一
条
の
二
に
定
め
る
金
額
以
上
と
な
る

請
負
契
約
を
締
結
し
た
。

こ
の
こ
と
が
、
法
第
二
十
八
条
第
二
項
第
二
号
及
び
同
条
第
三

項
に
該
当
す
る
。

一

処
分
を
し
た
年
月
日

令
和
三
年
十
月
二
十
八
日

二

被
処
分
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
、
代

表
者
の
氏
名
及
び
許
可
番
号

株
式
会
社
ビ
ー
ツ
イ
ン

東
京
都
杉
並
区
宮
前
五
丁
目
一
番
七
号

平
井

聡
士

許
可
な
し

三

処
分
の
内
容

法
第
二
十
八
条
第
三
項
に
基
づ
く
営
業
の
停
止
命
令

㈠

停
止
を
命
ず
る
営
業
の
範
囲

建
設
業
の
営
業
の
全
部
（
処
分
を
受
け
る
前
に
締
結
さ
れ
た

か

し

請
負
契
約
に
基
づ
く
建
設
工
事
の
施
工
、
施
工
の
瑕
疵
に
基
づ

く
修
繕
工
事
の
施
工
等
を
除
く
。
）

㈡

期
間

令
和
三
年
十
一
月
十
五
日
か
ら
同
月
十
八
日
ま
で
の
四
日
間

四

処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

株
式
会
社
ビ
ー
ツ
イ
ン
は
、
東
京
都
杉
並
区
内
及
び
東
京
都
大

田
区
内
の
内
装
工
事
に
お
い
て
、
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
違

反
し
て
、
建
設
業
の
許
可
を
受
け
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

令
第
一
条
の
二
に
定
め
る
金
額
以
上
と
な
る
請
負
契
約
を
締
結
し

た
。こ

の
こ
と
が
、
法
第
二
十
八
条
第
二
項
第
二
号
及
び
同
条
第
三

項
に
該
当
す
る
。

一

処
分
を
し
た
年
月
日

令
和
三
年
十
月
二
十
八
日

二

被
処
分
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
、
代
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表
者
の
氏
名
及
び
許
可
番
号

株
式
会
社
イ
ン
タ
ー
テ
ッ
ク

東
京
都
千
代
田
区
飯
田
橋
一
丁
目
七
番
九
号

宇
田
川

美
枝
子

許
可
な
し

三

処
分
の
内
容

法
第
二
十
八
条
第
三
項
に
基
づ
く
営
業
の
停
止
命
令

㈠

停
止
を
命
ず
る
営
業
の
範
囲

建
設
業
の
営
業
の
全
部
（
処
分
を
受
け
る
前
に
締
結
さ
れ
た

か

し

請
負
契
約
に
基
づ
く
建
設
工
事
の
施
工
、
施
工
の
瑕
疵
に
基
づ

く
修
繕
工
事
の
施
工
等
を
除
く
。
）

㈡

期
間

令
和
三
年
十
一
月
十
五
日
か
ら
同
月
十
七
日
ま
で
の
三
日
間

四

処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

株
式
会
社
イ
ン
タ
ー
テ
ッ
ク
は
、
東
京
都
世
田
谷
区
内
の
内
装

工
事
に
お
い
て
、
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
、
建
設

業
の
許
可
を
受
け
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
令
第
一
条
の
二

に
定
め
る
金
額
以
上
と
な
る
請
負
契
約
を
締
結
し
た
。

こ
の
こ
と
が
、
法
第
二
十
八
条
第
二
項
第
二
号
及
び
同
条
第
三

項
に
該
当
す
る
。

一

処
分
を
し
た
年
月
日

令
和
三
年
十
月
二
十
八
日

二

被
処
分
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
、
代

表
者
の
氏
名
及
び
許
可
番
号

鬼
塚
工
業
株
式
会
社

東
京
都
足
立
区
西
伊
興
三
丁
目
十
三
番
二
号

渡
部

順
子

東
京
都
知
事
許
可
（
般－

〇
二
）
第
一
八
六
九
〇
号

三

処
分
の
内
容

法
第
二
十
八
条
第
三
項
に
基
づ
く
営
業
の
停
止
命
令

㈠

停
止
を
命
ず
る
営
業
の
範
囲

建
設
業
の
営
業
の
全
部
（
処
分
を
受
け
る
前
に
締
結
さ
れ
た

か

し

請
負
契
約
に
基
づ
く
建
設
工
事
の
施
工
、
施
工
の
瑕
疵
に
基
づ

く
修
繕
工
事
の
施
工
等
を
除
く
。
）

㈡

期
間

令
和
三
年
十
一
月
十
五
日
か
ら
同
月
十
七
日
ま
で
の
三
日
間

四

処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

鬼
塚
工
業
株
式
会
社
は
、
東
京
都
世
田
谷
区
内
の
内
装
工
事
に

お
い
て
、
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
、
契
約
締
結
当

時
に
内
装
工
事
業
の
許
可
を
受
け
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

令
第
一
条
の
二
に
定
め
る
金
額
以
上
と
な
る
請
負
契
約
を
締
結
し

た
。こ

の
こ
と
が
、
法
第
二
十
八
条
第
二
項
第
二
号
及
び
同
条
第
三

項
に
該
当
す
る
。
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